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新型コロナウイルス感染症に関する対応について 

 

新型コロナウイルス感染症については、２月２５日にお知らせしているところですが、国や神

奈川県の通知等を踏まえ、次のように変更しますので、お知らせします。 

学校では感染症予防に努めていますが、ご家庭でもお子さまの健康管理について、次のように

ご協力くださるようお願いします。 

 

１ 健康観察等について 

（１）感染拡大防止の観点から、３月２日（月）より当分の間、健康状態の確認（検温等）にご

協力くださるようお願いします。 

（２）健康観察の結果、咳などの風邪の症状や３７．５度以上の発熱があるときは、学校を休ん

でください。 

（３）学校で発熱が確認された場合には、早退措置を取りますので、ご対応をお願いします。 

 

２ 発熱等の症状がある児童生徒の対応について 

（１）次の症状のいずれかがある場合は出席停止となります。（欠席の扱いにはなりません。） 

 

 

 

 

 

（２）①の症状が４日以上続く又は②強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合 

 

 

          

                ↓                  ↓ 

            疑いあり               疑いなし 

              ↓                   ↓  

       保健所に指定された医療機関を受診する     

↓         ↓ 

感染あり      感染なし 

↓         ↓ 

     医師により治癒が確認  医師の指示により、 

されるまで出席停止   登校再開日の決定 

 

 

 

 

（３）登校再開について 

   ・医療機関を受診した場合は、医師の指示により登校再開日を決定します。 

   ・医療機関を受診していない場合は、解熱後、２日間を自宅待機とし、翌日の朝に発熱や

症状がないことを確認したうえで登校可とします。 

①風邪の症状や３７．５度以上の発熱がある場合（解熱剤を飲み続けなければならない

場合も含む） 

②強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合 

症状あり 

登校再開の可否について医師

の判断を仰ぐ 

      

学校は保護者に対し、かかり

つけ医等に事前連絡のうえ、

児童生徒を受診させるよう指

示する 

      ↓ 

医師の指示により、登校再開

日の決定 

藤沢市保健所 帰国者・接触者相談センター 

（電話５０－８２００）に相談 



３ 感染者が発生した場合 

（１）児童生徒及び教職員が感染した場合 

  感染者が特定された時点で、当該学校を休校とします。 

休校の範囲、期間等については、藤沢市保健所と相談のうえ、決定します。 

（２）児童生徒及び教職員の同居家族が感染した場合（疑いを含む） 

   同居の家族が相談センターの判断等により検査対象となった時点から、最短で１４日間の

出席停止扱いとします。 

 

４ 卒業式について 

  児童生徒の安全安心を確保する観点から、今年度の卒業式については、式典参列者の規模

を縮小するとともに、式典にかかる時間を短縮して実施いたします。 

つきましては、次のような対応といたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

（１）出席者は児童生徒及びその保護者（保護者の出席は一家庭１名）とし、来賓の出席は見

合わせることとします。 

（２）在校生の出席については、式典の進行に関係する児童生徒に限ることとします。 

（３）式典内での卒業証書の授与については、代表児童生徒のみに行います。 

（４）その他 

  ・咳エチケットの徹底や手洗い、手指消毒液等にご協力ください。 

  ・風邪のような症状のある方は、出席を控えていただくようお願いします。 

 

５ その他の行事について（３月末日までの方針） 

（１）校内で開催する行事等については、学校長が必要性を十分に検討のうえ実施について判

断し、時間短縮等の工夫をしたうえで実施します。 

（２）校外行事については、原則として中止または延期とします。 

（３）校内外を問わず、他校の児童生徒や保護者等を対象として開催する行事については、原

則として中止または延期とします。 

 

６ 中学校の部活動について 

   部活動については校内における日常の活動とし、次の活動については、原則として中止

または延期とします。 

  ・校外で行う活動 

・対外試合や合同練習等 

  ・保護者や他校の児童生徒等が観覧する発表会等 

  ・飲食をともなうお別れ会等 

 

 以上につきまして、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

事務担当  

行事について 教育指導課 ５０－３５５９ 

健康について 学務保健課 ５０－３５５８ 


